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森林経営計画策定推進検討部会次第 
 
 
                                日 時：令和７年１月２９日（水）    

  １０：００～１１：００     

                                 場 所：ピュアリティまきび ３階 橘  

 

       

 

 

１  開   会 

 

 

２  あいさつ 

 

 

３  協議事項 

（１）森林経営計画策定の状況と拡大に向けた取組について 

 

 

（２）今後の予定 

 

 

（３）その他 

 

 

４  閉   会 
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森林経営計画策定推進検討部会 出席者名簿 
 
１ 出席者 

 
 

２ 事務局 

氏 名 職        名 備考 

大 西  俊 和 林政課総括参事（森林企画班長）  

市 原  裕 貴 林政課副参事  

小 林  大 樹 林政課主任  

木 戸 浩 介 林政課技師  

 

委員氏名 職        名 備 考 

渡 辺 康 文 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 

森林整備センター中国四国整備局長 

代理出席 

水源林業務課 

課長 佐々木 紀之 

年 岡 幹 雄 津山市農林部森林課長   
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石 原 匡 師 
真庭市産業観光部林業政策統括監(兼) 

林業・バイオマス産業課長 
 

中 村 伸 介 美作市農林政策部森林政策課長  

藤 井 教 司 新庄村産業建設課長  

柳 井 和 彦 鏡野町産業観光課長 欠席 

萩 原 勇 一 西粟倉村産業観光課長 
 

池 田   稔 岡山県森林組合連合会代表理事専務  

掛 屋  晶 則 農林水産部林政課長  

内 山 貴 博 備前県民局農林水産事業部森林企画課長 
 

井 上  昌 則 備中県民局農林水産事業部森林企画課長 
 

岡 川  勝 利 美作県民局農林水産事業部森林企画課長 
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確実な再造林に向けた対策検討会議部会等運営要領 
 
制定 令和５年６月１日付け、林第 154 号 

 

（目的） 

第１ この要領は、確実な再造林に向けた対策検討会議（以下「検討会議」という。）運営

要領第６の規定により、部会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２ 部会は、検討会議の委員で組織し、別表の職にあるものを充てる。 

２ 部会には必要に応じてアドバイザーを置くことができる。 

３ 部会には部会長を置き、部会長は会務を統轄する。 

４ 伐採・再造林連携推進検討会の部会長は、農林水産部治山課長の職にあるものを充て、

森林経営計画策定推進検討会の部会長は、農林水産部林政課長の職にあるものを充てる。 

 

（会議） 

第３ 部会は部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長になって運営する。 

２ 部会の協議が終了したときは、検討会議にその結果を報告するものとする。 

 

（部会の協議事項等） 

第４ 部会は、第５に定める地域再造林推進ワーキンググループ（以下「再造林ＷＧ」と

いう。）が第７により報告した内容等について協議を行う。 

２ 部会は、再造林ＷＧの検討結果に対し、必要な情報の提供やアドバイスを行う。 

 

（地域再造林推進ＷＧ） 

第５ 再造林に係る地域の課題や対策を検討するため、原則、林業普及指導区ごとに再造

林ＷＧを設置する。 

２ 再造林ＷＧは、林業普及指導員、市町村、森林組合及び林業事業体等で構成し、その

代表は地区主任林業普及指導員(以下「地区主任」という。)が務める。 

３ 再造林ＷＧは地区主任が必要に応じて招集し、地区主任が議長になって運営する。 

 

（再造林ＷＧの検討事項） 

第６ 再造林ＷＧは次の事項について協議し、地域の課題解決に向けて取り組むものとす

る。 

（１）技術支援に関する事項 

① 伐採・再造林連携等に係るガイドラインの検討 

② 林業事業体における自主行動規範の策定 

③ 伐採事業者と造林事業者との連携協定等 

④ 伐採再造林の低コスト化に向けた取組 

⑤ その他必要事項 
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（２） 経営支援に関する事項 

① 森林経営計画策定の課題 

② 林業経営適地の検討 

③ 森林経営計画を活用した新たな取組（Ｊ-クレジット制度等） 

④ 再造林等森林整備に要する経費の実態確認 

⑤ 課題解決のフォロー体制の構築 

⑥ その他必要事項  

 

（部会と再造林ＷＧの連携） 

第７ 再造林ＷＧは協議の状況をとりまとめ、部会に次の期日までに報告する。 

（１）当該年度の中間報告を毎年８月末 

（２）当該年度の活動成果を毎年１月末 

 

（その他） 

第８ この要領に定めるもののほか部会及び再造林ＷＧに必要な事項は、部会において別

に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和５年６月１日から施行する。 
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別表 

確実な再造林に向けた対策検討会議部会構成員  

 

組    織 伐採・再造林 
連携推進検討会 

森林経営計画 
策定推進検討会 

近畿中国森林管理局岡山森林管理署長 アドバイザー  

近畿中国森林管理局 
森林技術・支援センター所長 アドバイザー  

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備
センター中国四国整備局長  アドバイザー 

津山市森林課長 ○ ○ 

新見市林業振興課長 ○ ○ 

真庭市林業・バイオマス産業課長 ○ ○ 

美作市森林政策課長 ○ ○ 

新庄村産業建設課長 ○ ○ 

鏡野町産業観光課長 ○ ○ 

西粟倉村産業観光課長 ○ ○ 

岡山県森林組合連合会 代表理事専務  ○ 

一般社団法人岡山県木材組合連合会 専務理事 ○  

岡山県山林種苗協同組合 事務局長 ○  

農林水産部林政課長  ○ 

農林水産部治山課長 ○  

備前県民局森林企画課長 ○ ○ 

備中県民局森林企画課長 ○ ○ 

美作県民局森林企画課長 ○ ○ 

農林水産総合センター森林研究所長 ○  
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森林経営計画策定推進検討部会 

 

１ 森林経営計画認定面積の確保について 

※部会運営要領第７(２)に基づく地域ＷＧ活動結果報告による。 

（１）森林経営計画に係る事例 

ア 林業経営体の現状 

・５年を経過する経営計画について、次期計画の再認定を受けているが、面積が減少 

している。 

イ  認定面積の減少理由 

・５年前は組合員に施業委託の意向調査を行い、委託希望のあった森林すべてについ 

て経営計画の認定を受けていた。認定面積は大きかったが、認定要件である間伐の 

下限面積も大きくなり、間伐箇所や労務の確保が負担となっていた。 

・次期経営計画では、森林整備の意向のある森林のみを抽出し、樹立することとした。 

 

（２）森林経営計画に係る森林管理の課題 

ア 森林組合等による森林の現況把握が困難 → 点的な計画 

  イ 素材生産業者が増加 → 森林組合との関係が希薄 

ウ 皆伐施行地での再造林未実施個所の発生 → 森林所有者の意識不足 

  エ 計画樹立面積が増えると、認定基準の間伐下限値が負担 → 労務不足、制度見直し 

    オ 計画樹立面積が増えると、経営の委託契約の締結、更新が負担 → 労務不足 

   カ 境界が不明瞭 → 国土調査未実施 

 

非継続性（行き当たりばったり） 

・小規模分散の所有・境界も不明瞭・小ロット 

     

施業を集約      効率的かつ継続的な施業が可能となる 

    

継続的な経営（面的にまとまった森林経営計画） 

    ・山ごとに誰が経営するのか明確に・路網の継続的な利用 

 

２ 主な森林経営計画作成への支援（県事業） 

（１）高精度な森林現況の把握 

→県が構築した森林クラウドの充実   課題（ア）に対応 

（２）森林所有者へ再造林等の働きかけ 

  →林業サイクル推進コーディネート事業 課題（ウ）に対応  

（３）新たな森林価値の創出 

   →森林Ｊ－クレジット創出支援事業   課題（ウ）に対応 

（４）人件費を含めた森林経営計画作成に係る経費の支援  

→森林整備地域活動支援交付金     課題（オ）に対応 
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３ 今後求められる対策 

課 題：イ 素材生産業者が増加  

 対応案：市町村による森林ビジョンの作成 

 →地域の関係者との合意形成・・・譲与税の活用（専門業者へ委託） 

    

課 題：エ 計画樹立面積が増えると、認定基準の間伐下限値が負担 

オ 樹立面積が増えると、経営の委託契約の締結、更新が負担 

 対応案：・県の森林整備地域活動支援交付金事業の積極的な活用 

     ・県の事業にかわる、地域の実情に応じた支援の実施・・譲与税の活用 

→森林経営管理制度による意向調査と連携し、既存の森林経営計画への斡旋が進 

められており、森林組合における経営計画変更事務等が増加している。 

ついては、市町村において、増加する森林組合の事務費用等についての支援が 

必要。 等 

 

課 題：キ 境界が不明瞭 

対応策：国土調査未実施の市町村では、航測会社へ明確化作業を委託・・譲与税、国事業 

の活用 
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の
低
減
の
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
森
林
経
営
計
画
等
に
基
づ
く
計
画
的
な

伐
採
・
再
造
林
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

作
業
区
分

補
助
率

主
な
補
助
要
件

地
拵
え
､植

付
、

苗
木
代

68
％

→
87

％
少

花
粉

苗
木

で
の

低
密

度
植

栽

下
刈
り

68
％

→
10

0％
少

花
粉

苗
木

に
よ

る
再

造
林

地

■
再

造
林

に
対

す
る
嵩
上

げ
補
助
(
岡
山

県
)

10



14
6

16
1

17
2

17
3

14
1

13
5

11
5

10
9

10
8

0408012
0

16
0

20
0

24
0

28
0

32
0

36
0

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

件
千
ha

天
然
林
等

⼈
⼯
林

認
定
件
数

96
10
0

10
0

県
内
の

森
林
経
営
計
画
の
策
定
状
況
（
R6
.4
.1
現
在
）

3

森
林

経
営

計
画

認
定

面
積

の
推

移
H

25
(2

01
3)

H
26

(2
01

4)
H

27
(2

01
5)

H
28

(2
01

6)
H

29
(2

01
7)

H
30

(2
01

8)
R１

(2
01

9)
R２

(2
02

0)
R３

(2
02

1)
R４

(2
02

2)
R５

(2
02

3)
R６

(2
02

4)

14
5,

82
9

16
0,

77
1

17
1,

98
1

17
2,

76
5

14
0,

87
0

13
5,

19
5

11
5,

15
0

10
8,

84
3

10
8,

46
6

96
,0

24
10

0,
25

4
99

,7
90

25
4

29
9

33
4

27
7

22
8

19
8

17
4

16
8

16
7

16
4

18
1

18
4

90
,2

40
10

3,
87

4
10

8,
26

5
10

7,
38

9
92

,1
03

89
,6

04
78

,4
12

77
,2

85
77

,0
72

68
,2

01
70

,7
50

70
,7

42
割

合
62

%
65

%
63

%
62

%
65

%
66

%
68

%
71

%
71

%
71

%
71

%
71

%
55

,5
89

56
,8

97
63

,7
16

65
,3

76
48

,7
67

45
,5

91
36

,7
38

31
,5

58
31

,3
94

26
,5

80
29

,5
04

29
,0

35
割

合
38

%
35

%
37

%
38

%
35

%
34

%
32

%
29

%
29

%
28

%
29

%
29

%
※

 林
野

庁
「

森
林

計
画

関
係

業
務

報
告

」
数

値
（

H2
5〜

27
年

度
に

は
森

林
施

業
計

画
の

面
積

・
件

数
を

含
む

）
。

※
 認

定
面

積
は

各
年

度
末

（
3月

31
日

）
時

点
で

有
効

な
計

画
面

積
。

た
だ

し
、

６
年

度
は

4月
1日

時
点

で
有

効
な

計
画

面
積

。

※
 大

臣
認

定
を

含
む

。

(h
a)

認
定

面
積

人
工

林

天
然

林
等

認
定

件
数

11



県
内
の

森
林
経
営
計
画
の
策
定
状
況
内
訳
（
R6
.4
.1
現
在
）

4

注
１
：
年
平
均
計
画
量
は
、
計
画
量
合
計
を
計
画
期
間
（
５
年
間
）
で
除
し
た
値

注
２

：
計
画

策
定

主
体

の
「

そ
の

他
」

は
素
材
生
産
業
者
、
林
業
会
社
、
企
業
、
個
人
な
ど

12



県
内
市
町
村
別
の
森
林
経
営
計
画
の
策
定
状
況

（
令
和
6 年

4 月
1 日
時
点
）

３

認
定

状
況

(認
定

申
請

者
別

）
b
/
a

対
R
5

市
町
村

森
林
組
合

公
社

そ
の
他

カ
バ
ー
率
増
減
面
積

岡
山

市
3
2
,2

7
9

2
,9
5
0

1
,0
0
9

3
3
,9
6
1

1
2
%

倉
敷

市
9
,6

3
9

津
山

市
3
1
,4

9
3

1
,9
8
6

6
,1
3
4

2
,1
6
0

2
,8
1
5
.5
6

1
3
,0
9
5

4
2
%

5
5

玉
野

市
5
,8

2
3

笠
岡

市
5
,0

4
0

井
原

市
1
5
,8

0
6

2
5
7

2
5
7

2
%

総
社

市
1
3
,2

7
1

2
2
8

2
2
8

2
%

高
梁

市
4
1
,7

3
1

2
1
2

8
6

2
,3
6
9

1
,0
6
5

3
,7
3
2

9
%

8
4
8

新
見

市
5
9
,1

2
7

1
,8
2
3

7
,1
0
5

6
,4
1
1

4
8

1
5
,3
8
7

2
6
%

-1

備
前

市
1
9
,0

2
4

1
,0
8
3

1
,0
8
3

6
%

-9
6

瀬
戸

内
市

5
,1

3
4

赤
磐

市
1
2
,5

2
8

3
7
0

3
7
0

3
%

-0

真
庭

市
5
8
,8

0
1

6
,2
8
7

1
7
,8
5
4

3
,1
5
6

4
5
2

2
7
,7
4
8

4
7
%

4
,1
5
3

美
作

市
3
1
,7

5
5

2
7
5

1
,7
7
2

1
,8
8
6

8
1
7

4
,7
5
1

1
5
%

-3
1
9

浅
口

市
2
,8

3
2

和
気

町
9
,4

7
5

2
2
6

2
2
6

2
%

早
島

町
7
0

里
庄

町
3
8
3

矢
掛

町
5
,7

1
3

1
9
5

1
9
5

3
%

新
庄

村
5
,7

1
7

1
,9
3
3

1
,1
5
4

1
3
0

1
,1
4
4

4
,3
6
1

7
6
%

鏡
野

町
3
1
,8

4
1

1
,9
3
6

1
,5
8
0

3
,6
6
8

7
,1
8
5

2
3
%

1
9
8

勝
央

町
2
,2

3
3

3
0

2
9

2
1
9

2
7
9

1
3
%

-3
4
5

奈
義

町
3
,0

2
1

1
,3
4
0

4
6
0

1
,8
0
0

6
0
%

8

西
粟

倉
村

5
,3

7
6

1
3
6

3
,4
0
1

3
,5
3
7

6
6
%

-1
9

久
米

南
町

5
,1

0
9

4
2
8

1
3
6

5
6
4

1
1
%

-1
0

美
咲

町
1
5
,4

5
9

1
,6
2
1

7
4
5

1
2
,3
6
7

1
5
%

-1
4
8

吉
備
中
央
町

1
7
,9
3
7

2
2
1

3
,1
2
3

3
5
6

8
5

3
,7
8
4

2
1
%

7
1

計
4
4
6
,6

1
7

1
4
,6
7
2

4
5
,1
7
8

2
5
,0
0
9

1
0
,0
5
0

9
4
,9
0
9

2
1
%

4
,3
9
5

割
合

1
5
%

4
5
%

2
5
%

1
0
%

1
8
5
,8
5
6

県
営
林

4
,8
8
1

4
,8
8
1

-2
9
2

計
4
4
6
,6

1
7

1
4
,6
7
2

4
5
,1
7
8

2
5
,0
0
9

1
4
,9
3
1

9
9
,7
9
0

2
2
%

4
,1
0
3

b 計

認
定
申
請
者

市
町

村
a

民
有
林
面
積

(h
a
)

b
/
a

対
R
5

市
町
村

森
林
組
合

公
社

そ
の
他

カ
バ
ー
率
増
減
面
積

岡
山

市
3
2
,2

7
9

2
,9
5
0

1
,0
0
9

3
3
,9
6
1

1
2
%

倉
敷

市
9
,6

3
9

津
山

市
3
1
,4

9
3

1
,9
8
6

6
,1
3
4

2
,1
6
0

2
,8
1
5
.5
6

1
3
,0
9
5

4
2
%

5
5

玉
野

市
5
,8

2
3

笠
岡

市
5
,0

4
0

井
原

市
1
5
,8

0
6

2
5
7

2
5
7

2
%

総
社

市
1
3
,2

7
1

2
2
8

2
2
8

2
%

高
梁

市
4
1
,7

3
1

2
1
2

8
6

2
,3
6
9

1
,0
6
5

3
,7
3
2

9
%

8
4
8

新
見

市
5
9
,1

2
7

1
,8
2
3

7
,1
0
5

6
,4
1
1

4
8

1
5
,3
8
7

2
6
%

-1

備
前

市
1
9
,0

2
4

1
,0
8
3

1
,0
8
3

6
%

-9
6

瀬
戸

内
市

5
,1

3
4

赤
磐

市
1
2
,5

2
8

3
7
0

3
7
0

3
%

-0

真
庭

市
5
8
,8

0
1

6
,2
8
7

1
7
,8
5
4

3
,1
5
6

4
5
2

2
7
,7
4
8

4
7
%

4
,1
5
3

美
作

市
3
1
,7

5
5

2
7
5

1
,7
7
2

1
,8
8
6

8
1
7

4
,7
5
1

1
5
%

-3
1
9

浅
口

市
2
,8

3
2

和
気

町
9
,4

7
5

2
2
6

2
2
6

2
%

早
島

町
7
0

里
庄

町
3
8
3

矢
掛

町
5
,7

1
3

1
9
5

1
9
5

3
%

新
庄

村
5
,7

1
7

1
,9
3
3

1
,1
5
4

1
3
0

1
,1
4
4

4
,3
6
1

7
6
%

鏡
野

町
3
1
,8

4
1

1
,9
3
6

1
,5
8
0

3
,6
6
8

7
,1
8
5

2
3
%

1
9
8

勝
央

町
2
,2

3
3

3
0

2
9

2
1
9

2
7
9

1
3
%

-3
4
5

奈
義

町
3
,0

2
1

1
,3
4
0

4
6
0

1
,8
0
0

6
0
%

8

西
粟

倉
村

5
,3

7
6

1
3
6

3
,4
0
1

3
,5
3
7

6
6
%

-1
9

久
米

南
町

5
,1

0
9

4
2
8

1
3
6

5
6
4

1
1
%

-1
0

美
咲

町
1
5
,4

5
9

1
,6
2
1

7
4
5

1
2
,3
6
7

1
5
%

-1
4
8

吉
備
中
央
町

1
7
,9
3
7

2
2
1

3
,1
2
3

3
5
6

8
5

3
,7
8
4

2
1
%

7
1

計
4
4
6
,6

1
7

1
4
,6
7
2

4
5
,1
7
8

2
5
,0
0
9

1
0
,0
5
0

9
4
,9
0
9

2
1
%

4
,3
9
5

割
合

1
5
%

4
5
%

2
5
%

1
0
%

1
8
5
,8
5
6

県
営
林

4
,8
8
1

4
,8
8
1

-2
9
2

計
4
4
6
,6

1
7

1
4
,6
7
2

4
5
,1
7
8

2
5
,0
0
9

1
4
,9
3
1

9
9
,7
9
0

2
2
%

4
,1
0
3

b 計

認
定
申
請
者

市
町

村
a

民
有
林
面
積

(h
a
)

5
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参
考
）

森
林
経
営
計
画
チ
ラ
シ
（
林
野
庁
HP
）

6

［
表
］

［
裏
］
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確
実
な
再
造
林
に
向
け
た
推
進
体
制

７

○
県
で
は
、
確
実
な
再
造
林
に
向
け
、
関
係
者
の
合
意
形
成
の
も
と
一
体
と
な
っ
て
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
国
、
県
、
市
町
村
及
び
林
業
・
木
材
関
係
団
体
で

構
成
す
る
対
策
検
討
会
議
及
び
県
民
局
ご
と
に
地
域
再
造
林
推
進
Ｗ
Ｇ
を
設
置
し
、
課
題
解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
検
討
・
対
策
を
実
施
。

主
な
課
題

①
森
林
の
適
切
な
経
営
管
理

②
造
林
作
業
の
省
力
化
・
効
率
化

③
伐
採
作
業
と
造
林
作
業
の
連
携

④
苗
木
の
安
定
供
給
体
制
の
構
築

⑤
獣
害
対
策
の
強
化

○
令
和
５
年
度
に
対
策
実
行

・
地
域
森
林
計
画
（
県
策
定
）
の
指
針
に
、
2,
00
0本

/h
aの

植
え
の

低
密
度
植
栽
を
追
加

・
造
林
に
適
し
た
森
林
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画

に
反
映
（
８
市
町
村
で
設
定
、
令
和
６
年
度
以
降
も
各
市
町
村
で

設
定
を
検
討
）

・
「
確
実
な
再
造
林
に
つ
な
げ
る
森
づ
く
り
講
演
会
」
（
令
和
５
年

６
月
）
を
開
催
し
、
先
進
事
例
の
紹
介
等
に
よ
り
関
係
者
の
機
運

を
醸
成

等

令
和
５
年
度

検
討
状
況

■
確
実
な
再
造
林
に
向
け
た
対
策
の
検
討
状
況

○
令
和
６
年
度
の
新
た
な
施
策

・
関
係
団
体
と
連
携
し
、
伐
採
業
者
と
造
林
業
者
の
連
携
促
進
や
森

林
所
有
者
へ
の
再
造
林
の
働
き
か
け
等
の
取
組
を
推
進

・
Ｊ
－
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
財
源
確
保
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
登
録
・
認
証
取
得
に
要
す
る
経
費
を
支
援

・
低
密
度
植
栽
に
よ
る
低
コ
ス
ト
再
造
林
を
推
進
す
る
た
め
、
造
林

対
策
事
業
の
補
助
率
を
改
定

・
下
刈
り
手
当
を
支
給
し
て
就
業
条
件
の
改
善
に
取
り
組
む
林
業
事

業
体
を
支
援

等

�
こ

れ
ま

で
の

取
組

状
況

は
県

H
P
に

掲
載

し
て

い
ま

す
。

林
政

課
：
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
ka
y
a
m
a.
jp
/
p
a
ge
/
8
4
6
9
8
6
.h
tm
l

治
山

課
：
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
ka
y
a
m
a.
jp
/
si
te
/
sh
o
u
ka
fu
n
/
8
3
9
8
6
3
.h
tm
l
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持
続
可
能
な
森
林
経
営
強
化
支
援
事
業
（
R
6
年
度
～
）

8

森
林
資
源
の
適
正
管
理
と
循
環
利
用
の
た
め
の
再
造
林

・
伐

採
後

の
再

造
林

が
適

切
に

行
わ

れ
ず

、
放

置
さ

れ
て

い
る

森
林

が
増

加
・
伐
採
業
者
と
造
林
者
が
連
携
し
て
、
効
率
的
な
伐
採
・
再
造
林
を
行
う
こ
と
が
重
要

・
森
林
所
有
者
に
対
し
て
、
地
域
の
森
林
施
業
の
モ
デ
ル
を
示
し
な
が
ら
、
再
造
林
の
働
き
掛
け
が
必
要

・
伐
採
・
再
造
林
を
進
め
る
上
で
重
要
と
な
る
森
林
経
営
計
画
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
計
画
拡
大
に
向
け
た
取
組
を
進
め
、

Ｊ
ー
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
ど
新
た
な
収
入
源
を
確
保
し
、
森
林
所
有
者
の
経
営
意
欲
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要

現
状
と
課
題

林
業
サ
イ
ク
ル
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業

連
携

林
業
サ
イ
ク
ル
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

（
伐

採
業

者
と

造
林

業
者

の
連

携
促

進
）

（
森

林
所

有
者

へ
の

再
造

林
の

働
き

掛
け

）

森
林
所
有
者

連
携
働
き
掛
け

伐
採
業
者

（
素
材
生
産
業
者
）

造
林
業
者

（
森
林
組
合
）

連
携
働
き
掛
け

役
割
分
担
・
低
コ
ス
ト
化

・
再
造
林

・
⻑
期
委
託

再
造
林
・
保
育

経
営
計
画

J-
ｸﾚ
ｼﾞ
ｯﾄ

働
き
掛
け

16



再
造
林

啓
発
チ
ラ
シ

９

［
表
］

［
裏
］

17



森
林
J
-
ク
レ
ジ
ッ
ト
創
出
に
向
け
た
関
連
施
策

持
続
可
能
な
森
林
経
営

強
化
支
援
事
業

森
林

J
-
ク

レ
ジ
ッ

ト

創
出

支
援

事
業

7

【
長

期
受

託
契

約
】

ク
レ
ジ
ッ
ト

認
証
期

間
（

８
～

1
6
年

間
）
＋
1
0
年
を

担
保

2
0
～
3
0
年
間

（
森
林
経
営

計
画
の
継

続
性

を
確

保
）

【
森

林
経

営
管

理
制

度
】

森
林
管
理
を

市
町
村
等

に
委

託
⇒

森
林
組

合
等
に
再

委
託

2
0
～
3
0
年
間

（
森
林
経
営

計
画
の
継

続
を

確
保

）

森
林

整
備

地
域
活

動
支
援
交
付
金

に
よ
る
支
援

（
同
意
取
得
支
援
等
）

森
林

施
業

履
歴

の
デ

ジ
タ

ル
化

(委
託

)
（

森
林

ク
ラ

ウ
ド

登
録

）

J
-
ク
レ
ジ
ッ
ト

創
出
に
適
し
た

森
林
経
営
計
画

策
定

(
永

続
性

の
担

保
)

10

①
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
計
画

書
作
成
経

費

②
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
計
画

書
審
査
経

費

③
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
報
告

書
作
成
経

費

④
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
報
告

書
審
査
経

費

⑤
対
象
森
林

の
巡
視
に

要
す
る
経

費

⑥
そ
の
他
（

説
明
会
実

施
経
費
等

）

18



参
考
）

森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
交
付
金
チ
ラ
シ
（
林
野
庁
HP
）

11

19



令
和
７
年
１
月
２
９
日
（
水
）

森
林
経
営
計
画
策
定
推
進
検
討
部
会

岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課

森
林
経
営
計
画
策
定
に
向
け
た

岡
山
県
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
活
用
に
つ
い
て

資
料
３

20



岡
山
県
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
概
要
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岡
山
県
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
概
要

１
概

要

「
森
林
ク
ラ
ウ
ド
」
と
は
、
森
林
の
整
備
等
に
必
要
な
様
々
な
情
報
を
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
た

サ
ー
バ
上
に
一
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
構
築
し
、
地
方
自
治
体
や
林
業
事
業
体
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

を
通
じ
て
相
互
に
共
有
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

関
係
者
が
同
一
の
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
閲
覧
・
更
新
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
紙
の
台
帳
や
個
別
に

管
理
さ
れ
て
い
た
デ
ー
タ
の
処
理
を
大
幅
に
省
力
化
し
、
精
度
の
高
い
森
林
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
森
林
・
林
業
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

･
森
林
資
源
情
報

22



岡
山
県
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
概
要

２
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
主
な
レ
イ
ヤ
ー
及
び
機
能

（
１
）
レ
イ
ヤ
ー

・
航
空
レ
ー
ザ
計
測
成
果
に
よ
る
森
林
資
源
情
報
（
樹
高
、
材
積
、
立
木
密
度
等
）

・
地
図
情
報
（
森
林
基
本
図
、
森
林
計
画
図
、
微
地
形
表
現
図
、
傾
斜
角
区
分
図
）

・
登
記
情
報
（
地
籍
図
、
土
地
所
有
者
、
地
番
）

・
画
像
情
報
（
衛
星
画
像
、
空
中
写
真
）

・
治
山
情
報
（
治
山
施
設
、
危
険
地
区
等
）
等

（
２
）
機
能

・
森
林
経
営
計
画
作
成
・
管
理
機
能

・
施
業
履
歴
管
理
機
能

・
伐
採
届
出
書
管
理
機
能

・
造
林
補
助
申
請
機
能

・
治
山
、
林
道
台
帳
管
理
機
能

等

23



岡
山
県
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
概
要

３
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
等

（
１
）
利
用
者

県
、
市
町
村
、
(公
社

)お
か
や
ま
の
森
整
備
公
社
、
岡
山
県
森
林
組
合
連
合
会
、

森
林
組
合
、
林
業
事
業
体

計
7
0
団
体

※
林
業
事
業
体
等
は
、
森
林
経
営
計
画
の
作
成
に
取
り
組
む
場
合
に
限
る

（
２
）
供
用
開
始

平
成
3
0
年
４
月
２
日

４
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
導
入
メ
リ
ッ
ト

・
適
切
な
森
林
・
林
業
行
政
の
推
進
を
図
る
た
め
の
情
報
共
有

・
情
報
の
電
子
化
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
る
各
種
報
告
事
務
な
ど
の
負
担
軽
減

・
市
町
村
に
お
け
る
森
林
経
営
管
理
制
度
に
基
づ
く
、
施
業
集
約
化
の
推
進

・
森
林
資
源
情
報
や
施
業
履
歴
デ
ー
タ
の
蓄
積
・
利
用
に
よ
る
森
林
経
営
計
画
の
作
成
促
進

24



森
林
資
源
解
析
事
業
の
概
要
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森
林
資
源
解
析
事
業
の
概
要

１
森
林
資
源
解
析
事
業
の
概
要

〇
航
空
レ
ー
ザ
計
測
成
果
に
よ
る
森
林
資
源
解
析
事
業

・
平
成

3
0
年
度
に
国
が
行
っ
た
航
空
レ
ー
ザ
計
測
成
果
を
活
用
し
て
森
林
資
源
を
解
析
。

・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
、
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
登
載
し
て
森
林
簿
な
ど
森
林
情
報
の
精
度
向
上
を
図
る
。

→
市
町
村
に
よ
る
対
象
森
林
の
把
握
や
意
向
調
査
等
の
効
率
化
を
支
援
。

・
森
林
資
源
デ
ー
タ
と
地
形
デ
ー
タ
（
Ｄ
Ｅ
Ｍ
）
を
用
い
て
、
経
営
に
適
し
た
森
林
を
可
視
化
す
る
。


現
地
調
査
等
の
省
力
化
→
森
林
経
営
管
理
制
度
の
推
進
（
意
向
調
査
等
）


地
形
デ
ー
タ
を
あ
わ
せ
て
整
備
→
収
益
性
の
高
い
森
林
の
把
握

26



森
林
資
源
解
析
事
業
の
概
要

２
航
空
レ
ー
ザ
計
測
デ
ー
タ
（
森
林
資
源
情
報
）
の
ク
ラ
ウ
ド
搭
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

微
地
形
表
現
図

樹
頂
点
デ
ー
タ

林
相
区
分
図

27



森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る

森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用
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森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用

１
森
林
ク
ラ
ウ
ド
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
森
林
資
源
情
報

・
微
地
形
表
現
図

・
傾
斜
区
分
図

・
樹
冠
高
区
分
図

・
林
相
識
別
図

・
林
相
区
分
図

・
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
人
工
林
の
単
木
ポ
イ
ン
ト
デ
ー
タ
（
樹
高
、
材
積
、
胸
高
直
径

等
）

・
森
林
資
源
情
報
デ
ー
タ
（
地
番
ご
と
の
面
積
、
樹
種
、
樹
高
、
立
木
密
度
、
合
計
材
積

等
）

・
各
種
分
布
図
（
立
木
密
度
、
平
均
樹
高
、
材
積

(h
a
当
た
り
)、
合
計
材
積
）

・
人
工
林
混
み
具
合
指
標
図
（
収
量
比
数
、
相
対
幹
距
比
、
形
状
比
、
樹
冠
長
）
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森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用

２
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
活
用
事
例

（
１
）
森
林
経
営
計
画
策
定
区
域
の
把
握
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森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用

２
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
活
用
事
例

（
２
）
森
林
資
源
情
報
、
地
形
等
の
把
握
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森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用

２
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
活
用
事
例

（
３
）
現
況
（
混
み
具
合
等
）
の
把
握
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森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
森
林
資
源
解
析
デ
ー
タ
の
活
用

３
【
参
考
】
経
営
判
断
支
援
ツ
ー
ル
（
木
材
生
産
収
支
試
算
）

面
積
、
樹
種
、
林
齢
、
平
均
傾
斜
、

材
積
、
施
業
方
法
、
運
搬
経
費
等
を
入
力

施
業
予
定
地
の
立
木
販
売
価
格
、

h
a
お
よ
び
㎥
あ
た
り
の
販
売
価
格
を
算
出

森
林
経
営
計
画
策
定
に
向
け
て
、

計
画
候
補
地
の
施
業
提
案
ツ
ー
ル
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
が
可
能

33



森林計画樹立事業費 
持続可能な森林経営強化支援事業 

 
１ 事業目的 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルを循環させ、森林の多面的

機能を持続的に発揮させるためには、主伐後の再造林などの森林整備を計画的にする必

要があるが、森林所有者は、再造林コストの負担等から主伐後に再造林を行わず、放置

されている森林が増加している。 

 このため、伐採業者と造林業者の連携による再造林コストの削減、森林経営計画の作

成による再造林への支援や森林由来のＪ－クレジットによる経営支援等を効果的に組

み合わせ、森林所有者の経営意欲の向上を図ることで、持続可能な森林経営を実現する。 

 

２ 事業内容 

（１）林業サイクル推進コーディネート事業 

一貫作業による再造林コストの削減を促進するため、素材生産業者や森林組合の連

携強化を図るとともに、森林所有者へ再造林の働きかけや長期受託契約に伴う森林経

営計画の策定に向けた取り組みを進める。 

（２）森林Ｊ－クレジット創出支援事業 

森林所有者との長期受託契約に基づき、森林経営計画を策定した森林においてＪ－

クレジットの創出を促進するため、クレジット登録・認証取得に必要な計画書作成等

に要する経費を支援する。[補助率：１／２以内] 

 

３ 事業実施主体 

（１）県（委託先：県森連）  

（２）県森連、森林組合、林業事業体 等 

 

４ 財源内訳 

事業内容 ６年度 

予算額 

７年度 

予算額 

財源内訳 備考 

国費 その他 県費 

林業サイクル推進コーディ

ネート事業 

4,300 4,300   4,300  

森林Ｊ－クレジット創出支

援事業 

3,300 6,000   6,000  

計 7,600 10,300   10,300  

 

５ 予算額 

１０，３００千円 

 

６ 事業実施期間 

令和６年度～令和１０年度 

34

087372
タイプライターテキスト
資料２

087372
長方形



森林資源の適正管理と循環利用のための再造林
・伐採後の再造林が適切に行われず、放置されている森林が増加
・伐採業者と造林者が連携して、効率的な伐採・再造林を行うことが重要
・森林所有者に対して、地域の森林施業のモデルを示しながら、再造林の働き掛けが必要
・伐採・再造林を進める上で重要となる森林経営計画は減少傾向にあり、計画拡大に向けた取組を進め、
Ｊークレジットなど新たな収入源を確保し、森林所有者の経営意欲の向上を図ることが必要

現状と課題

Ｊ－クレジット認証・発行手続き

計画的な伐採・再造林の推進
（天然林26.7万haを除く）

Ｊ－クレジットによる民間資金の活用

⇒今後の展開森林経営計画の作成促進

経営に適さない森林

市町村自らが管理

市
町
村

市町村、組合
(私有林を含む)策定面積9.6万ha

策定面積の拡大

県南企業等へ売却

↑県が創出経費
を支援

12.0万ha

6.1万ha

市町村有林 1.5万ha
県営林 0.5万ha、公社 2.5万ha
私有林 5.1万ha意

向
調
査
・
森
林
集
積

林業経営に適した森林

※12.0万ha、6.1万haは森林・林業ビジョンにおける推計値

持続可能な森林経営強化支援事業

林業サイクル推進コーディネート事業

クレジット売却民間資金

計画的な伐採･再造林の推進

連携

林業サイクル推進コーディネータ
（伐採業者と造林業者の連携促進）
（森林所有者への再造林の働き掛け）

森林所有者

連携働き掛け

森林からクレジットを創出

１ プロジェクトの登録

２ モニタリングの実施

計画書作成 審査 認証委員会
プロジェクト

登録

承認

報告書作成 検証 認証委員会 クレジット
認証・発行

承認

森林Ｊ－クレジット創出支援事業

伐採業者
（素材生産業者）

造林業者
（森林組合）

連携働き掛け

再造林・保育
経営計画
J-ｸﾚｼﾞｯﾄ役割分担・低コスト化

・再造林
・長期委託 働き掛け
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岡山県内で森林を所有されている方へ

伐ったら植えよう！再造林
再造林はなぜ必要なの？

再造林費用はどのくらい掛かるの？
■立木販売収入と再造林費用 再造林費用は主伐による収入を大きく上回る。

（造林初期費用は立木販売収入のほぼ倍）

コンテナ苗（ヒノキ）

立木販売収入： 96万円
造林初期費用：186万円
※シカ防護柵等が必要な
場合も有

再造林への支援は裏面へ

・林野庁業務資料(R2年標準単価より作成)

スギ3,000本/ha植栽、下刈5回

・立木販売収入はスギ山元立木価格にスギ

10齢級の平均材積315㎥/haを乗じて算出

486 805 
1,668 

2,369 
1,570 

3,581 

6,444 

11,485 

19,367 

16,677 

26,856 

18,054 
19,407 

16,158 
16,950 

0

5000

10000

15000

20000
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５０年生を超える

人工林が６割以上

伐採利用の促進

再造林の促進

（若齢林の造成）

齢級構成の偏りの改善

齢級

■ 岡山県の人工林資源

スギやヒノキを主とする人工林は年々充実しているものの、若い人工林が極端に少なくなって

いるため、再造林による若返りが必要です。

【令和4（2022）年3月31日現在】
出典：岡山県の森林資源（令和5(2023)年3月

人の手によって植えられたスギやヒノキなどの人工林を伐採した
跡地に、再び苗木を植えることを「再造林」といいます。
森林資源を次世代に繋げるため、「伐って・使って・植えて・育て

る」林業サイクルを循環させ、木材生産や土砂災害防止、地球温暖
化の緩和などの森林の多面的機能を持続的に発揮させるためにも、
「再造林」を計画的に実施することが大切です。
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再造林への支援はあるの？

将来の木材価格の見通しは難しいため、「再造林」をためらうこ
とがあるかもしれません。
このため、当県では、極力、森林所有者の自己負担無しで再造林
が実施できるよう、一貫作業※１や低密度植栽※２等による低コスト
再造林の普及を図るとともに、再造林に対し手厚い補助を実施し
ています。

※１ 主伐（皆伐）と再造林を一貫して行い作業工程を省力化する作業
※２ 従来、 3,000本/ha程度で植栽していたものを 2,000本/ha以下で植栽し、
苗木代や植え付け経費等が安価となる作業

伐採・再造林を行う時は森林経営計画の作成を！

■令和６年度 林業サイクル推進コーディネート事業（おかやま森づくり県民税活用）
・岡山県農林水産部林政課森林企画班 ☎０８６-２２６-７４５３
・委託実施機関：岡山県森林組合連合会
〒701-1202 岡山市北区楢津491-1 ☎086-236-6530

森林経営計画は、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」等が自ら経営を

行うまとまりのある森林を対象に、伐採や再造林などの施業等について作成する５年間の

計画です。 計画の認定を受けることで国や県から再造林等の支援を受けることができる

ため、計画の作成をお願いします。

岡山県マスコット
「ももっち・うらっち」

再造林
主伐 保育

作業区分 補助率 主な補助要件

地拵え､植付、
苗木代 68％→ 87％

少花粉苗木による
低密度植栽

下刈り 68％→100％
少花粉苗木による
再造林地

①国・岡山県による補助金
最大８７％の補助※3

②原木市場による助成金
最大150千円/haの助成※4

①と②を併用することで、再造林に
必要な自己負担を大幅に軽減

※３ 森林経営計画に基づき、少花粉苗木を

活用した低密度植栽(2,000本/ha以下)を

行った場合は、県による補助率の嵩上げがあり

ます。(獣害防止柵についても支援があります。)

※4 森林組合を通じて、県森連共販所に出荷する

など、一定の条件があります。
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森林クラウドを活用した新たな森林管理システム支援事業 

森林クラウド改修業務 
 

１ 事業の目的 

市町村が森林経営管理制度による森林整備を推進するにあたり、森林所有者への意向調査や、 

調査結果に基づく経営管理集積計画※の策定及び森林経営計画の認定等を円滑に実施するため、

森林の施業履歴の確認や林業経営に適した森林か否かの判断を行うことが必要となることから、

市町村の事務の軽減や林業経営の判断を支援するため、県が保有する森林情報（森林クラウド）

の充実を図る。 

※市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画 

 

２ 事業の内容 

（１）施業履歴の整備 

市町村が森林所有者へ意向調査するにあたり、過去に施業されていない森林を特定するた 

め、造林事業等で実施した施業履歴の情報を整備する。 

新（２）伐採及び伐採後の造林の届出制度管理機能の拡充 

市町村が所掌する伐採及び伐採後の造林の届出制度は、令和４年度の制度改正により伐採

前の届出に加え、伐採及び伐採後の造林完了後の報告が義務化されたことにより、年間約

2,500件の届出があることから、その管理は繁雑になっている。 

市町村が森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することは、適正な森林施

業を確保し森林資源の状況等を把握する上で重要なことから、届出の管理を効率的に行うた

め、伐採及び伐採後の造林の届出の管理機能を拡充する。 

新（３）森林経営計画作成機能の構築 

市町村は経営管理制度を活用し集積・集約された森林で作成される森林経営計画の認定事

務を行っているが、現行の森林経営計画作成支援システムは森林クラウドと連携していない

ため、森林クラウド上での区域表示や、森林整備の計画が表示できない状況となっている。 

ついては、森林クラウドに森林経営計画作成支援システムを搭載することで、市町村によ

る経営計画の認定事務や実行管理が確実に実施されるとともに、事務の簡素化につなげる。 

 

３ 事業実施主体  

県（（１）森林組合等の事業体、（２）、（３）随意契約［委託先：応用地質(株)等］） 

 

４  財源内訳                            （単位：千円） 

区     分 
６年度 

予算額 

７年度 

予算額 

予 算 内 訳 
備 考 

国 費 その他 県  費 

森林クラウド改修業務 24,420 14,916  14,916   森林環境 

 譲与税 計 24,420 14,916  14,916  

 

５ 予算額   １４，９１６千円（森林環境譲与税） 

 

６ 事業実施期間  令和６年度～令和１０年度 
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携
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な
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。
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地域林業を支える技術者育成対策事業費 

林業担い手育成総合対策事業 

 

１ 林業就業条件の改善 

 （１）下刈り手当助成 

 
ア 事業目的 

   下刈りを確実に推進するためには、夏場の炎天下で作業を行う人員の確保が必要不可欠である。 

   このため、下刈り手当を支給し就業条件の改善に努める事業体を支援し、労働力の確保に努める。 
 

イ 事業内容 
    認定事業体又は一定要件を満たす林業事業体が雇用する林業従事者の下刈り手当の一部を助成する。 

○対象者 
認定事業体又は一定要件を満たす林業事業体に雇用され、下刈り作業に従事する者 

○対象経費 
     下刈り作業の実施手当の支給が確認できる経費。ただし、少花粉スギ、ヒノキコンテナ苗を植栽し、

造林補助金（下刈り）の交付を受けた一齢級までのものに限る。 
 

ウ 補助率 
    １／２以内（ただし、上限1,000円／人日を上限とする。） 
 

エ 事業費内訳 
    ○下刈面積  230ha 
    ○補助額   230ha×6.8人日／ha×2,000円／人日×1／2≒1,564千円 
 
     少花粉スギ等造林対策事業 令和５年度実績 238.12ha 
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地域林業を支える技術者育成対策事業費（物価高騰支援分） 

林業担い手育成総合対策事業 
 
１ 事業目的 

近年の物価高騰の影響で、令和５年度の林業生産に係る経費は令和２年度と比
較して、賃金で７％、軽油価格で26％、建設資材価格で41％上昇しており、認定
事業体及び一定要件事業体は厳しい経営環境下に置かれている。このような環境
下でも収益を確保するためには、伐採事業の拡大や再造林事業への参入等の事業
規模の拡大や高性能林業機械を活用した伐採・再造林の一貫作業の導入による低
コスト化により林業経営の効率化を図ることが重要な課題となっている。 
事業規模を拡大するには、事業規模に見合った現場作業員を確保する必要があ

るが、林業は山奥の屋外作業であり、快適な職場環境とは言えず、就業を敬遠さ
れる一因となっており、誰でも働きやすい職場環境へ改善する必要がある。 
また、伐採・再造林の一貫作業の導入による低コスト化には、高性能林業機械

の稼働率を十分に高めることが必要であり、全ての現場作業員が全ての高性能林
業機械を操作できる必要がある。高性能林業機械を操作するには、資格取得や特
別教育の受講が必須であるが、取得経費が認定事業体及び一定要件事業体には大
きな負担となっている。 
そこで、物価高騰の影響で厳しい経営環境下に置かれている認定事業体及び一

定要件事業体の林業経営効率化のために、林業の人材確保対策や伐採・再造林の
一貫作業の導入による低コスト化に向けた支援を行っていく必要がある。 

 
 

２ 事業概要 
（１）林業人材確保対策支援 

職場環境改善のため、移動式更衣室、仮設トイレ、簡易テント及びアシス
トスーツ等の導入を支援する。 

 
（２）外部研修受講料助成 

高性能林業機械の資格取得や特別教育受講の経費の一部を助成する。 
 
 
３ 予算額 

４，３００千円（財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 
 

（１）林業人材確保対策支援  ３，４００千円 
 

（２）外部研修受講料助成     ９００千円 
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６林整計 608 号 

令和７年３月３日 

各都道府県林務担当部長（別記参照） 殿 

林野庁森林整備部計画課長 

「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアルに

ついて」の一部改正について 

 「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアルについて」

（平成 20 年 11 月４日付け 20 林整計第 105 号）について別紙の新旧対照表のとおり改正し

たので、御了知の上、本制度の適切な運用をお願いする。 

あわせて、貴管下の市町村その他関係者への周知をお願いする。   

（別記） 

北海道林務担当部長、青森県林務担当部長、岩手県林務担当部長、宮城県林務担当部長、

秋田県林務担当部長、山形県林務担当部長、福島県林務担当部長、茨城県林務担当部長、

栃木県林務担当部長、群馬県林務担当部長、埼玉県林務担当部長、千葉県林務担当部長、

東京都林務担当部長、神奈川県林務担当部長、新潟県林務担当部長、富山県林務担当部長、

石川県林務担当部長、福井県林務担当部長、山梨県林務担当部長、長野県林務担当部長、

岐阜県林務担当部長、静岡県林務担当部長、愛知県林務担当部長、三重県林務担当部長、

滋賀県林務担当部長、京都府林務担当部長、大阪府林務担当部長、兵庫県林務担当部長、

奈良県林務担当部長、和歌山県林務担当部長、鳥取県林務担当部長、島根県林務担当部長、

岡山県林務担当部長、広島県林務担当部長、山口県林務担当部長、徳島県林務担当部長、

香川県林務担当部長、愛媛県林務担当部長、高知県林務担当部長、福岡県林務担当部長、

佐賀県林務担当部長、長崎県林務担当部長、熊本県林務担当部長、大分県林務担当部長、

宮崎県林務担当部長、鹿児島県林務担当部長、沖縄県林務担当部長 
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伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
の
制
度
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
 

（
略
）
 

は
じ
め
に
 

【
 
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
目
的
 
】
 
（
略
）
 

【
改
正
履
歴
】（

令
和
４
年
３
月
以
降
）
 

〇
令
和
４
年
３
月
の
主
な
改
正
内
容
～
〇
令
和
６
年
３
月
の
主
な
改
正
内
容
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

Ⅱ
 
事

務
処

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

１
 
事
務
処
理
の
流

れ
 

「
伐
採

及
び

伐
採
後

の
造

林
の
届

出
等

の
制
度

」
の

流
れ
に

つ
い

て
は
、

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー
ト
（
次
頁
）

の
と
お
り
で
す
。
 

本
章
で

は
、

フ
ロ
ー

チ
ャ

ー
ト
の

順
に

必
要
な

手
続

や
チ
ェ

ッ
ク

項
目
、

留
意

す
べ

き
事
項
な
ど
を
記

し
て
い
ま
す
。
 

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
の
制
度
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
 

（
略
）
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2 

（
１
）
 
（
略
）
 

 （
２

）
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
出

制
度

 

①
 

記
載

事
項

の
確

認
 

ア
～

ウ
 

（
略

）
 

※
 
届
出
書
は
、
定
め
ら
れ
た
様
式
（
Ⅳ
参
考
④
参
照
）
を
用
い
ま
す
。
 

      ※
 
様

式
に

は
、
市

町
村

が
任
意

で
記

載
事
項

を
追

加
す
る

事
も

可
能
で

す
（

例
：

再
造

林
の

促
進

に
向

け
、

届
出

書
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

地
域

の
林

業
事

業
体

等

の
第

三
者

へ
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

届
出

人
の

同
意

を
取

得
す

る
た

め
の

欄

を
設
け
る
等
）。

 

※
 
森

林
所

有
者
等

が
市

町
村
の

補
助

を
受
け

て
伐

採
を
行

う
場

合
で
あ

っ
て

、
当

該
伐

採
に

係
る

市
町

村
へ

の
補

助
申

請
書

等
に

お
い

て
、

上
記

の
記

載
事

項
と

同

等
の

内
容

が
網

羅
さ

れ
、

市
町

村
森

林
整

備
計

画
と

の
適

合
が

確
認

可
能

で
あ

る

と
き

は
、

当
該

補
助

申
請

書
等

を
届

出
書

を
兼

ね
る

も
の

と
し

て
取

り
扱

っ
て

差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
こ

の
場

合
、

当
該

補
助

申
請

書
等

に
届

出
書

を
兼

ね
る

も

の
で
あ
る
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
。
 

 ②
～

⑫
 

（
略

）
 

 

（
３

）
～

（
５

）
 

（
略

）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

 （
２

）
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
出

制
度

 

①
 

記
載

事
項

の
確

認
 

ア
～

ウ
 

（
略

）
 

※
 

届
出

書
は

、
定

め
ら

れ
た

様
式
（

Ⅳ
参

考
④

参
照

）
を

用
い

ま
す

。
な

お
、
森

林
所

有
者

等
が

市
町

村
の

補
助

を
受

け
て

伐
採

を
行

う
場

合
で

あ
っ

て
、
当

該
伐

採
に

係
る

市
町

村
へ

の
補

助
申

請
書

等
に

お
い

て
、
上

記
の

記
載

事
項

と
同

等
の

内
容

が
網

羅
さ

れ
、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

と
の

適
合

が
確

認
可

能
で

あ
る

と
き

は
、
当

該
補

助
申

請
書

等
を

届
出

書
を

兼
ね

る
も

の
と

し
て

取
り

扱
っ

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
こ

の
場

合
、
当

該
補

助
申

請
書

等
に

届
出

書
を

兼
ね

る
も

の
で

あ
る

旨
を

明
記

し
て

下
さ

い
。

 

（
新

設
）

 

   

（
新

設
）

 

      

②
～

⑫
 

（
略

）
 

 

（
３

）
～

（
５

）
 

（
略

）
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２
～

１
０

 
（

略
）

 

 

 ２
～
１
０
 
（
略
）
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○伐採後の造林をする者  

(造林をする権原を有する者) 

（法人の場合）法人登録番号（           ） 

住所 

氏名                      印 

電話番号 

（様式第１号） 

伐採及び伐採後の造林の届出書 

 年   月   日 

 延 岡 市 長  様 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第１０条の８第１項の規定により届け出ます。 

〇 再造林等に係る情報提供の同意（同意する場合は☑をつけてください。） 

□再造林の推進に活用するために、本届出書の記載内容を、延岡市長が延岡地区森林組合に

提供すること並びに延岡地区森林組合が宮崎県庁ホームページに掲載されている「再造林推

進ネットワーク会員リスト」中の素材生産事業体及び造林事業者に提供することに同意します。 

 

１ 森林の所在場所 

延岡市       町大字      字        番 

（林小班：                  ） 

 

２ 伐採の計画 

 

伐採 

内容 

面積 樹種 林齢 伐採率 伐 採 の 期 間 

ha   % 年  月  日～  年  月  日 

ha   % 年  月  日～  年  月  日 

ha   % 年  月  日～  年  月  日 

伐採方法 主伐 （皆伐 ・ 択伐）・ 間伐 集材・搬出方法  

路網の設置の有無 有 無 路網の設置延長 ｍ 

 

○森林所有者 

（法人の場合）法人登録番号（           ） 

住所 

氏名                      印 

土地名義人との続柄 （      ） 

電話番号 

 

○伐採する者 

(立木を伐採する権原を有する者) 

（法人の場合）法人登録番号（           ） 

住所 

氏名                      印 

電話番号  

○仲介業者/伐採事業者 

（立木を伐採する権原を有しない者） 

（法人の場合）法人登録番号（           ） 

住所 

氏名                      印  

電話番号 
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３ 伐採後の造林の計画 

（１）造林の方法別の造林面積等の計画 

造林面積（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ha 
  人工造林による面積（Ａ＋Ｂ） ha 

    植栽による面積（Ａ） ha 
   人工播種による面積（Ｂ） ha 

  天然更新による面積（Ｃ） ha 

    ぼう芽更新による面積（Ｃ） ha 

     天然更新補助作業の有無 地表処理・ 刈出し ・ 植込み ・ なし ・その他(        ) 

    天然下種更新による面積（Ｄ） ha 

     天然更新補助作業の有無 地表処理・ 刈出し ・ 植込み ・なし ・その他(         ) 

 

（２）造林の方法別の造林の計画 

 
造林の期間 

造林 
樹種 

造林面積 
(樹種別) 

植栽本数 

(樹種別) 

作業 
委託先 

鳥獣害 
対策 

人工造林 
(植栽・人工播種) 

～ 
     

天然更新 
(萌芽更新・天然下種更
新) 

～ 

     

５年後において的確な
更新がなされていない
場合 

      

（鳥獣対策欄には、防護柵の設置や幼齢木保護具の設置などの方法を記載すること） 

 
（３）伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途 

 

 

4 適合通知書 

必要・不要 

 
5 備考 
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森林クラウドを活用した新たな森林管理システム支援事業 

森林クラウド改修業務 
 

１ 事業の目的 

市町村が森林経営管理制度による森林整備を推進するにあたり、森林所有者への意向調査や、 

調査結果に基づく経営管理集積計画※の策定及び森林経営計画の認定等を円滑に実施するため、

森林の施業履歴の確認や林業経営に適した森林か否かの判断を行うことが必要となることから、

市町村の事務の軽減や林業経営の判断を支援するため、県が保有する森林情報（森林クラウド）

の充実を図る。 

※市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画 

 

２ 事業の内容 

（１）施業履歴の整備 

市町村が森林所有者へ意向調査するにあたり、過去に施業されていない森林を特定するた 

め、造林事業等で実施した施業履歴の情報を整備する。 

新（２）伐採及び伐採後の造林の届出制度管理機能の拡充 

市町村が所掌する伐採及び伐採後の造林の届出制度は、令和４年度の制度改正により伐採

前の届出に加え、伐採及び伐採後の造林完了後の報告が義務化されたことにより、年間約

2,500件の届出があることから、その管理は繁雑になっている。 

市町村が森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することは、適正な森林施

業を確保し森林資源の状況等を把握する上で重要なことから、届出の管理を効率的に行うた

め、伐採及び伐採後の造林の届出の管理機能を拡充する。 

新（３）森林経営計画作成機能の構築 

市町村は経営管理制度を活用し集積・集約された森林で作成される森林経営計画の認定事

務を行っているが、現行の森林経営計画作成支援システムは森林クラウドと連携していない

ため、森林クラウド上での区域表示や、森林整備の計画が表示できない状況となっている。 

ついては、森林クラウドに森林経営計画作成支援システムを搭載することで、市町村によ

る経営計画の認定事務や実行管理が確実に実施されるとともに、事務の簡素化につなげる。 

 

３ 事業実施主体  

県（（１）森林組合等の事業体、（２）、（３）随意契約［委託先：応用地質(株)等］） 

 

４  財源内訳                            （単位：千円） 

区     分 
６年度 

予算額 

７年度 

予算額 

予 算 内 訳 
備 考 

国 費 その他 県  費 

森林クラウド改修業務 24,420 14,916  14,916   森林環境 

 譲与税 計 24,420 14,916  14,916  

 

５ 予算額   １４，９１６千円（森林環境譲与税） 

 

６ 事業実施期間  令和６年度～令和１０年度 
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（
２
）
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
制
度
管
理
機
能
の
拡
充

・
森
林
ク
ラ
ウ
ド
に
お
い
て
、
伐
採
届
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
管
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
伐
採
届
機
能
に
伐
採
届
整
理
台
帳
の
作
成
・
出
力
機
能
を
追
加
す
る
。

・
森
林
ク
ラ
ウ
ド
で
の
活
用
方
法

伐
採
届
は
、
伐
採
前
の
届
出
と
伐
採
後
・
造
林
後
の
状
況
報
告
の
３
回
届
出
が
必
要
で
あ
り
、
森
林
ク
ラ
ウ
ド
の
0
6
伐
採
届
に
0
3
伐
採
届
整
理
台
帳
を
追
加
し
、
伐
採
報
告
等
の
管
理
項
目
を
設
け
る
。

ま
た
、
既
存
の
伐
採
届
の
情
報
入
力
シ
ー
ト
へ
の
誤
入
力
を
無
く
す
た
め
、
入
力
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
等
の
説
明
書
き
を
時
点
修
正
・
追
加
等
す
る
。

0
3
伐
採
届
整
理
台
帳

※
管
理
機
能
等
を
設
け
る

伐
採
届
の
情
報
入
力
シ
ー
ト
の
修
正
等

0
3
伐
採
届
整
理
台
帳
（
追
加
）

森
林
ク
ラ
ウ
ド

メ
イ
ン
メ
ニ
ュ
ー

伐
採
届
と
伐
採
届
整
理
管
理
台
帳
を
一
体
的
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
市
町
村
が
行
う
伐
採
届
確
認
等
の
事
務
の
適
正
化
・
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
県
が
行
う
森
林
資
源
の
適
正
な
管
理
を
推
進
す
る
。
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コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業 
 

１ 事業目的 
「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルの循環のためには主伐・再造林を進める

必要があり、合わせて国民の約４割以上を苦しめている花粉症の対策も行う必要がある。 

しかし、主伐による収入で再造林に要する費用を賄えないため、再造林率は低い状況にある。 

このため、再造林の低コスト化及び花粉症対策苗木の使用による再造林を推進することとし、その

ために必要な少花粉種子及びコンテナ苗木の安定生産を図るものである。 

 
２ 事業主体 

県、市町村、森林組合、森林所有者等 

 

３ 事業内容 

（１）少花粉種子の増産対策（１９，２１０千円 県森林研究所） 

既存の採種園の管理に加えて、採種園の新規造成や種子採取工程の効率化等に取り組む。 

 

（２）コンテナ苗生産効率化(１０，９０２千円 苗木生産組合) 

ア 低コスト生産実証委託 (400千円 苗木生産組合) 

コンテナ苗の生産拡大と低コスト生産の実証を行う。 

 イ 少花粉コンテナ苗生産者支援事業  (9,235千円 苗木生産組合、生産事業者) 

少花粉コンテナ苗の計画的かつ安定的な生産に必要となる資機材導入を支援する。令和7年度     

は支援対象を岡山県山林種苗協同組合以外の生産者に広げる。 

ウ 少花粉コンテナ苗生産技術の研修事業委託  (1,267千円 苗木生産組合) 

少花粉コンテナ苗の生産技術研修会の開催等により、生産技術向上への支援を行う。 

 

（３）植替えの促進（２３０，５４０千円 市町村、森林組合、森林所有者等） 

ア 少花粉スギ等造林対策 (70,040千円 市町村、森林組合等) 

少花粉スギ・ヒノキ苗木による植替えを促進するため、植栽（作業道作設含む）及び下刈りに 

対して支援を行う。 

イ 一貫作業の推進  (160,500千円 市町村、森林組合等)  ※造林補助事業費に計上 

一貫作業による再造林の低コスト化を支援する。 

 

（４）普及啓発（１，１０５千円 県） 

ア 中国地方各県との広域連絡会議の開催(105千円) 

イ 花粉発生源対策普及啓発物品の作成・配布（1,000千円） 

 

４ 財源内訳                                                                    （単位：千円） 

事 業 区 分 
６年度 

予算要求額 

７年度 

予算要求額 

財源内訳 
備 考 

国 費 県 費  その他 

少花粉コンテナ苗

増産による再造林

推進事業 

90,332 101,257   101,257 森税
 

 
５ 予算要求額   

１０１，２５７千円 

 
６ 事業実施期間   

令和６年度～10年度 
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主伐の収入で主伐又は再造林費用をまかなえないため
再造林しても将来の収入に不安があるため

森林経営に興味がないため
主伐後は天然更新による広葉樹林化を進めたいため

路網整備が進んでいないため
再造林後のシカ等による獣害を防げないため
主伐を行わず間伐を繰り返す予定であるため
再造林のための苗木を準備できないため

その他

コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業

皆伐面積 再造林面積 再造林率

４０９ha ９１ha ２２％

岡山県の再造林率 ⇒ 低い状況

再造林を⾏わない理由 ⇒ 費用・収入面
Ｈ30(2018)〜Ｒ3(2021)年度の平均

課題

国の花粉症対策の全体像
⇒ 少花粉苗木の生産（植替え）増加を目標

①現在の少花粉種子生産計画では、再造林面積の増加に伴う、苗木需要の増加に対応できない
※R4⽣産実績︓約100万本 → R15生産目標︓約150万本（約1.5倍）

②造林者にコンテナ苗のメリットが普及した結果、現在、コンテナ苗木が不⾜している現状
※裸苗を含めた苗⽊全体では充⾜しているが、コンテナ苗は急な需要増加が原因で不⾜している

③コンテナの利点を活かしきれていない ⇒ 再造林の低コスト化に繋がる施業が進んでいない

再造林の低コスト化及び花粉症対策に資する少花粉コンテナ苗木を活用する必要がある

対策

①少花粉種子の増産対策

②少花粉コンテナ苗の生産効率化

③伐採・再造林の⼀貫作業の推進(低コスト化)
地拵え伐採 植付け（少花粉コンテナ苗）搬出造材集材

伐採から植栽までを連
続して実施する効率的
な一貫作業を推進し、
再造林の低コストを図
る。⼀貫作業に効果的
な（植栽時期が限定さ
れない）少花粉コンテ
ナ苗を活用する。

〇採種労務の増加
・会計年度任⽤職員の拡充、業務委託

〇採種機材設備の拡充
・⾼所作業⾞、球果夾雑物除去機、乾燥機、冷蔵庫、倉庫等の追加導⼊

〇採種園の造成
・新設造成、林業機械グラップルの追加導⼊等

〇生産施設・資材の支援
・コンテナ苗⽣産の新規参⼊や⽣産規模拡大の希望者に対して、施設や資材を支援

（かんがい⽤水源整備、ハウス等⽣産設備、コンテナトレイ等⽣産資材）

〇生産者向け研修会・先進地視察の開催
・コンテナ苗⽣産者の⽣産性向上に資する研修会や先進地視察の実施を支援

効果
再造林の増加・花粉症対策の推進 ⇒ 森林の多面的機能発揮・快適な生活環境形成

ハウス・潅水設備

コンテナ苗⽣産機械

20

17

10

10

5

5

5

1

2

20

17

10

10

5

5

5

1

2

苗木全体の生産量
花粉の少ない苗木
花粉の少ない苗木の割合

H24 H25  H26  H27  H28  H29  H30  R1    R2     R3                  現行計画 R15

3,790

2,460
2,829

1,510

現状
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コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業 
（②コンテナ苗生産効率化） 

［少花粉コンテナ苗生産者支援事業］ 

 

１ 事業目的 

 主伐期を迎えている森林の伐採・再造林を推進するためには低コスト化を図ることが

重要で、その手法の一つとして伐採・植栽を連続して実施する一貫作業がある。その中

で年間を通じて植栽が可能な「コンテナ苗」は非常に重要な役割を果たしており、近年

需要が急激に高まってコンテナ苗が不足する状況となっている。 

このため、新たにコンテナ苗生産に取り組む生産者やコンテナ苗生産規模拡大に取り

組む生産者を対象に施設や資材の導入を支援するとともに苗木生産に必要な技術を指導

し、コンテナ苗の増産を図るものである。 

 

２ 事業主体 

岡山県山林種苗協同組合、苗木生産事業者（R7 拡充） 

 

３ 事業内容 

新たにコンテナ苗の生産に取り組む苗木生産者やコンテナ苗の生産規模拡大に取り組

む苗木生産者が必要とする資機材の導入を支援し、森林研究所職員が林業普及指導員と

連携して苗木生産に必要な技術指導を実施する。 

導入予定の施設・資材：灌水施設一式、コンテナ苗抜取機、育苗用トレイ 等 

   

４ 事業の目標、効果 

コンテナ苗生産に必要な施設・資材の導入を支援し、森林研究所職員等が技術指導を

行うことにより、コンテナ苗の増産を促進することができ、再造林面積の増加に伴う苗

木需要の増加に対応する。 

R4 生産実績：約 100 万本 → R15 生産目標：約 150 万本（約 1.5 倍） 

 

５ 負担区分                                                      （単位：千円） 

内  容 
６年度 

予算額 

７年度 

予算額 

財 源 内 訳 
備  考 

国費 県費 その他 

苗木生産者育成対

策事業（R6 事業） 
6,676 ― 

  
  

少花粉コンテナ苗

ビギナー生産者支

援事業（R6 事業） 

3,350 ― 

  

  

少花粉コンテナ苗

生産者支援事業 

（R7 事業） 

― 9,235  

 

9,235 
おかやま森づく

り県民税 

合 計 10,026 9,235   9,235  

 

６ 予算要求額 

  ９，２３５千円 

 

７ 事業実施期間 

  令和７～10 年度 
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策事業 

 

 

１ 事業目的 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルの循環のためには、低位にとどま

っている再造林率を底上げする必要がある。 

一方で、近年、シカの分布域の拡大に伴い造林木に対するシカの食害が急増しており、食害

に伴う造林木の枯死により、森林の確実な更新が困難となるおそれがある。しかしながら、再

造林地において、シカの捕獲が進んでいないことや森林所有者の費用負担が大きいことから、

防護対策のみの被害防止には限界があり、これが経営意欲低下の一因となっている。 

このため、防護と併せて捕獲を行う被害防止体制の整備やシカ被害に強い低コスト再造林対

策が必要であることから、これらに取り組むモデル地区への支援等を行う。 

 

２ 事業主体 

県（３(1)、(2)エ（委託））、市町村・森林組合等（３(2)ア～ウ） 

 

３ 事業内容 

モデル地区（４地区）において実施する効果的な防護対策及び捕獲対策の支援等を行う。 

（１）被害防止対策実施体制の整備【1,000 千円】 

市町村、森林組合等、猟友会等関係者による実施体制の整備に向けた協議会を開催 

（２）シカ被害に強い低コスト再造林対策【4,841 千円】 

ア 効果的な防護の推進【2,816 千円】（おかやま元気な森づくり推進事業で要求） 

シカの通り道等を避けた防護柵の設置（ブロックディフェンス）や植栽木の単木保護、

ドローンによる防護柵等の見回りに要する経費の一部を支援（全額をおかやま元気な森づ

くり推進事業で要求） 

イ 捕獲対策【177 千円】 

再造林地周辺でのシカ捕獲を推進するため、森林組合等が購入する誘引式くくりわな等

の経費の一部を支援する。 

ウ 伐採・再造林一貫作業との連携【893 千円】（造林補助事業費で要求） 

一貫作業と併せて行うシカ処分穴の掘削及び低密度植栽の経費の一部を支援（処分穴掘

削（42 千円）を新規（森税）で要求、低密度植栽（851 千円）を造林補助事業費で要求） 

エ 大苗植栽によるシカ食害軽減実証事業【955 千円】 

地形等の制約により防護柵を設置できない箇所等において、シカの食害を受けにくい大

苗を植栽し、効率的かつ効果的なシカ食害対策を実証（Ｒ6年度～：大苗生産方法の調査、

Ｒ7年度～：林地への植栽） 

 

４ 負担区分                          （単位：千円） 

事業区分 
７年度予

算額 

財源内訳 
備考 

国費 県費 その他 

再造林推進のためのシカ林

業被害総合対策事業 
2,174   2,174 森税 

 

５ 予算額 

5,841 千円 

  うち本事業分 2,174 千円（内訳 森税 2,174 千円） 

    再掲分 3,667 千円（内訳 国庫 638 千円、一財 213 千円、森税 2,816 千円）  

 

６ 事業実施期間 

令和６年度～８年度 
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策
現状

岡山県のシカ被害状況
⇒ 拡大・深刻化傾向

○近年、シカの分布域の拡⼤に伴い造林⽊に対するシカの⾷害が急増しており、⾷害に伴う造林⽊の枯死
により、 森林の確実な更新が困難となるおそれがある。

○再造林地において、シカの捕獲が進んでいないことや森林所有者の費⽤負担が⼤きいことから、防護対策
のみの被害防止には限界があり、これが経営意欲低下の一因となっている。
全国の森林被害⾯積 ⇒ シカが約7割

(千ha)

岡山県のシカ分布
⇒ 拡大

2020年 2020年

課題

対策

【課題①】再造林地周辺において防護と併せて捕獲を⾏う被害防止対策実施体制の整備が必要。
【課題②】再造林地に特化した被害防止対策（低コスト再造林対策）の確⽴が必要。

シカ被害に強い
低コスト再造林対策の実施

防護対策基本的枠組み
(５本柱)の継続

捕獲対策 担い手の確保・育成

狩猟の適正化利活⽤対策

○市町村、森林組合・森林所有者、猟友会等の関係者による実施体制整備協議会の設置・開催

◇効果的な防護のための伐採・再造林⽅法の検討

◇現地の条件に合った防護・捕獲対策の検討

◇専門家の活⽤による地域の実情に応じた被害対策技術の検討

◇市町村森林整備計画や森林経営計画への反映

(4)大苗植栽の実証【実証事業の委託】
◇防護柵設置困難箇所への大苗植栽の実証
◇植栽本数及び下刈り回数の削減 ◇下草繁茂による苗⽊のシカ被害の低減
◇シカ被害を受けやすい期間を短縮（早期成⻑）

②シカ被害に強い低コスト再造林対策

わな

処分穴

大苗 シカ道

単木
保護

ドローン

①体制づくり（被害防止対策実施体制の整備）

効果
再造林の円滑な推進 ⇒ 林業サイクルの循環、森林の公益的機能発揮

(1)防護対策【効果的な防護】
◇シカ道を避けた防護柵の設置（ブロックディフェンス等）
◇単木保護

(2)捕獲対策【捕獲圧強化】
◇くくりわな・電気止め刺し器・保定具等の購入支援

(3)伐採・再造林の⼀貫作業との連携【低コスト化】
◇⼀貫作業時にシカ処分穴を掘削 ◇フォワーダで防護資材を運搬
◇低密度植栽（2,000本/ha等） ◇下刈りコストの削減

事業内容（モデル地区への支援）

再造林地の防護とその周辺での捕獲体制整備による
森林内のシカ被害対策のモデルを構築

(５)ドローンの活用【省⼒化】
◇ドローンによる防護柵等の⾒回り

事業費 5,841千円
（財源︓森づくり県⺠税4,990千円、

国庫638千円、一般財源213千円）

（４地区）
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確実な再造林に向けた対策検討会議 

伐採・再造林連携推進検討部会 次第 
 
 
                                         日 時：令和７年１月２９日（水）    

                １１：００～１２：００  
                                        場 所：ピュアリティまきび ３階 橘          

 

 

１  開   会 

 

 

２  あいさつ 

 

 

３  協議事項 

（１）再造林に係るシカの林業被害対策について 

  ・県の取り組み状況及び補助事業の紹介 

  ・造林地におけるシカ被害対策の考え方等について（解説） 

 

（２）その他 

 

 

４  閉   会 
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確実な再造林に向けた対策検討会議 

伐採・再造林連携推進検討部会 出席者名簿 
 
１ 出席者 

 
 

２ 事務局 

氏 名 職        名 備考 

真栄田 節 夫 農林水産部治山課造林班総括副参事（造林班長） 
 

駒 井 洋 平 農林水産部治山課造林班副参事 
 

福 島 慎 介 農林水産部治山課造林班副参事 
 

阿 部 豪 （株）野生鳥獣対策連携センター取締役 （講師） 

委員氏名 職        名 備考 

山 﨑  準 近畿中国森林管理局岡山森林管理署長  

上 野 康 史 近畿中国森林管理局森林技術・支援センター所長  

年 岡 幹 雄 津山市農林部森林課長  

安 達 喜 彦 新見市産業部林業振興課長  

石 原 匡 師 真庭市林業・バイオマス産業課長  

中 村 伸 介 美作市農林政策部森林政策課長  

藤 井 教 司 新庄村産業建設課長  

萩 原 勇 一 西粟倉村産業観光課長  

矢田貝 茂 一般社団法人岡山県木材組合連合会専務理事  

小 椋 秀 司 岡山県山林種苗協同組合事務局長  

三 宅 美 裕 農林水産部治山課長 （部会長） 

内 山 貴 博 備前県民局農林水産事業部森林企画課長  

井 上  昌 則 備中県民局農林水産事業部森林企画課長  

岡 川  勝 利 美作県民局農林水産事業部森林企画課長  

武 田  保 農林水産総合センター森林研究所長  
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確実な再造林に向けた対策検討会議部会等運営要領 
 
制定 令和５年６月１日付け、林第 154 号 

 

（目的） 

第１ この要領は、確実な再造林に向けた対策検討会議（以下「検討会議」という。）運営

要領第６の規定により、部会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２ 部会は、検討会議の委員で組織し、別表の職にあるものを充てる。 

２ 部会には必要に応じてアドバイザーを置くことができる。 

３ 部会には部会長を置き、部会長は会務を統轄する。 

４ 伐採・再造林連携推進検討会の部会長は、農林水産部治山課長の職にあるものを充て、

森林経営計画策定推進検討会の部会長は、農林水産部林政課長の職にあるものを充てる。 

 

（会議） 

第３ 部会は部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長になって運営する。 

２ 部会の協議が終了したときは、検討会議にその結果を報告するものとする。 

 

（部会の協議事項等） 

第４ 部会は、第５に定める地域再造林推進ワーキンググループ（以下「再造林ＷＧ」と

いう。）が第７により報告した内容等について協議を行う。 

２ 部会は、再造林ＷＧの検討結果に対し、必要な情報の提供やアドバイスを行う。 

 

（地域再造林推進ＷＧ） 

第５ 再造林に係る地域の課題や対策を検討するため、原則、林業普及指導区ごとに再造

林ＷＧを設置する。 

２ 再造林ＷＧは、林業普及指導員、市町村、森林組合及び林業事業体等で構成し、その

代表は地区主任林業普及指導員(以下「地区主任」という。)が務める。 

３ 再造林ＷＧは地区主任が必要に応じて招集し、地区主任が議長になって運営する。 

 

（再造林ＷＧの検討事項） 

第６ 再造林ＷＧは次の事項について協議し、地域の課題解決に向けて取り組むものとす

る。 

（１）技術支援に関する事項 

① 伐採・再造林連携等に係るガイドラインの検討 

② 林業事業体における自主行動規範の策定 

③ 伐採事業者と造林事業者との連携協定等 

④ 伐採再造林の低コスト化に向けた取組 

⑤ その他必要事項 

57



（２） 経営支援に関する事項 

① 森林経営計画策定の課題 

② 林業経営適地の検討 

③ 森林経営計画を活用した新たな取組（Ｊ-クレジット制度等） 

④ 再造林等森林整備に要する経費の実態確認 

⑤ 課題解決のフォロー体制の構築 

⑥ その他必要事項  

 

（部会と再造林ＷＧの連携） 

第７ 再造林ＷＧは協議の状況をとりまとめ、部会に次の期日までに報告する。 

（１）当該年度の中間報告を毎年８月末 

（２）当該年度の活動成果を毎年１月末 

 

（その他） 

第８ この要領に定めるもののほか部会及び再造林ＷＧに必要な事項は、部会において別

に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和５年６月１日から施行する。 
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別表 

確実な再造林に向けた対策検討会議部会構成員  

 

組    織 伐採・再造林 
連携推進検討会 

森林経営計画 
策定推進検討会 

近畿中国森林管理局岡山森林管理署長 アドバイザー  

近畿中国森林管理局 
森林技術・支援センター所長 アドバイザー  

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備
センター中国四国整備局長 

 アドバイザー 

津山市森林政策課長 ○ ○ 

新見市林業振興課長 ○ ○ 

真庭市林業・バイオマス産業課長 ○ ○ 

美作市森林政策課長 ○ ○ 

新庄村産業建設課長 ○ ○ 

鏡野町産業観光課長 ○ ○ 

西粟倉村産業観光課長 ○ ○ 

岡山県森林組合連合会 代表理事専務  ○ 

一般社団法人岡山県木材組合連合会 専務理事 ○  

岡山県山林種苗協同組合 事務局長 ○  

農林水産部林政課長  ○ 

農林水産部治山課長 ○  

備前県民局森林企画課長 ○ ○ 

備中県民局森林企画課長 ○ ○ 

美作県民局森林企画課長 ○ ○ 

農林水産総合センター森林研究所長 ○  
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策について 
 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルを活性化させるため、利用期

を迎えた人工林を伐採し、その跡地には再造林を行うことを推進しているところであるが、

近年、シカの分布域の拡大に伴い、造林木の食害が深刻化している。 

このため、今年度から、地域ごとに被害防止体制を整備して、これまでの防護に加え、

捕獲の強化や被害を受けにくい再造林方法の導入など、地域の実情にあった総合的な対策

を進めることとした。 

 

１ 被害防止対策実施体制の整備 

市町村、森林組合、猟友会等の関係者によるシカ被害防止対策実施体制（協議会）を

４地区（モデル地区）で整備し、次の事項等について検討を行う。 

・現地の条件に合った防護、捕獲対策 

・効果的な防護のための伐採・再造林方法 

・専門家の活用による地域の実情に応じた被害対策技術 
 

＜実施体制の整備状況＞  
地区名 場所（森林所有者） 設立日 構成員 

津山市 
津山市中北上地内 

（民間企業） 
７月２９日 県、市、津山市森林組合、津山地区猟友会、森林所有者 

鏡野町 
鏡野町土生、中谷地内 

（民間企業） 
７月２４日 

県、町、作州かがみの森林組合、津山地区猟友会、森林

所有者 

真庭市 
真庭市鉄山地内 

（真庭市） 
７月２４日 県、市、真庭森林組合、真庭地区猟友会 等 

奈義町 
奈義町馬桑地内 

（奈義町：豊並財産区） 
７月３０日 県、町、奈義町森林組合、勝英地区猟友会 

 

２ シカ被害に対する主な対策  
対  策 検討の内容 

効果的な防護 防護柵（ブロックディフェンス）、単木保護による防護 など 

捕獲の強化 くくりわなの設置方法、安全な止めさしの方法 など 

対策の低コスト化 伐採時にシカ処分穴掘削、重機による防護柵資材の運搬 など 

再造林の方法 1.5m 超の大苗植栽、下刈りの工夫 など 

対策の省力化 ドローンによる防護柵等の見回り など 

 

３ 今後の進め方 

・専門家を交えた現地検討等を行い、各協議会において実施する対策等を決定する。 

 【現地検討】  津山市：伐採後に開催予定 

         鏡野町：11 月 11 日実施済 

  真庭市：11 月 18 日実施済 

         奈義町：10 月 15 日実施済 
 

・関係者が連携してその対策等を実施し、併せて効果等の検証を行う。（３年間） 

・モデル地区ごとに実施した対策の結果を他の地域と共有する。 
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策

効果

再造林の円滑な推進 ⇒ 林業サイクルの循環、森林の公益的機能発揮

○市町村、森林組合・森林所有者、猟友会等の関係者による実施体制整備協議会の設置・開催

◇効果的な防護のための伐採・再造林方法の検討

◇現地の条件に合った防護・捕獲対策の検討

◇専門家の活用による地域の実情に応じた被害対策技術の検討

◇市町村森林整備計画や森林経営計画への反映

（４）再造林の方法

◇防護柵設置困難箇所への大苗植栽の実証

◇下草繁茂による苗木のシカ被害の低減

◇シカ被害を受けやすい期間を短縮（早期成長）

②シカ被害に強い再造林対策

わな

処分穴

大苗

シカ道

単木保護

ドローン

①体制づくり（被害防止対策実施体制の整備）

（１）効果的な防護

◇シカ道を避けた防護柵の設置（ブロックディフェンス等）

◇単木保護

（２）捕獲の強化

◇くくりわな・電気止め刺し器・保定具等

（３）対策の低コスト化
◇一貫作業時にシカ処分穴を掘削

◇フォワーダで防護資材を運搬

◇低密度植栽（2,000本/ha等）

事業内容（モデル地区への支援）

再造林地の防護とその周辺での捕獲体制整備による
森林内のシカ被害対策のモデルを構築

（５）対策の省力化

◇ドローンによる防護柵等の見回り

（４地区）

わな

わな

わな

処分穴

処分穴

処分穴
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鳥獣害防護施設設置への支援について 

 

１ 森林環境保全整備事業（公共） 

＜森林環境直接支援事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 岡山県農林水産業統合補助金（県単嵩上げ） 

＜森林整備促進事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 付帯施設等整備（鳥獣害防止施設等整備） 

健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被

害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設

（鳥獣害防止柵、食害防護資材）等の整備 

補助金額 補助金額＝標準単価※×事業量(ｍ)×1.7(査定係数)×４０％ 

※別途、間接費（0～39％）を加算 

＜標準単価＞ 

区 分 消費税抜き 

鳥獣害防止柵 網目 10ｃｍ以下 

耐雪支柱でない 

 

195,000 円／100ｍ 

網目 ５ｃｍ以下 

耐雪支柱でない 

 

213,000 円／100ｍ 

網目 10ｃｍ以下 

耐雪支柱 

 

218,000 円／100ｍ 

網目 ５ｃｍ以下 

耐雪支柱 

 

235,000 円／100ｍ 

食害防護資材 チューブ型 

H=1700 以上 

 

133,000 円／100 本 

ネット型 

H=1700 以上 

 

111,000 円／100 本 
 

事業内容 獣害対策 

森林環境保全整備事業（公共）等において実施する獣害対策（野

生鳥獣による森林被害を防止するための防護柵、金網巻等の整備） 

補助金額 補助対象経費（＝標準単価※×事業量(m)）の５％以内（中山間地

域は 15％以内） 
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３ おかやま元気な森づくり推進事業（県単） 

＜多様な森づくりの推進＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 ①獣害対策（設置）  ②獣害対策（点検・改修） 

人工林の着実な更新を図るため、植栽木をシカ等の獣害から守るため

のネット等の設置及び点検、改修 

補助金額 ①獣害対策（設置） 

補助金額＝標準単価※×事業量(ｍ)×83/100 以内 

※別途、間接費（0～39％）を加算 

②獣害対策（点検・改修） 

補助金額＝補助基本額×事業量(ｍ)×１/２以内 

・事業量は、点検又は改修を実施した延長とする。 

・点検については、４回実施分を補助基本額とする。 

 

区 分 補助基本額 

①獣害対策（設置） 前記標準単価と同じ 

 

②獣害対策（点検） 人力のみ（４回） 

 

 

240 円／ｍ 

人力３回、 

ドローン１回 

 

215 円／ｍ 

人力２回、 

ドローン２回 

 

190 円／ｍ 

人力１回、 

ドローン３回 

 

165 円／ｍ 

ドローンのみ（４回）  

140 円／ｍ 

②獣害対策（改修）  

2,000 円／ｍ 
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市町村による森林環境譲与税を活用した森林経営計画関連事業 

 

〇事例１ 

・北海道根室市 

事業名：森林経営管理推進業務事業 

内 容：民間事業者に、森林経営計画実行管理、森林経営計画認定・変更、市町村 

森林整備計画の実行管理、林地台帳の整備・運用、伐採・造林届出制度の 

運用、森林経営管理制度の運用を委託 

   事業費：３,９６０千円（うち森林環境譲与税３,９６０千円） 

 

〇事例２ 

 ・滋賀県東近江市 

事業名：林業生産性向上機械等導入補助金 

内 容：林業経営体に対し、森林経営計画に基づく施業を実施する際に、林業機械の購 

入及び賃借への補助を実施 

補助率：１／３ 上限１００万円（賃借の場合は上限５０万円） 

   事業費：１,６００千円（うち森林環境譲与税６００千円） 

 

〇事例３ 

 ・山口県山口市 

   事業名：森林経営管理事業 

   内 容：林業経営体に対し、森林経営計画加入もしくは伐採後に加入することが確実 

な森林における、伐木・バイオマス材の輸送コストへの支援 

補助率：定額 上限２,０００円／㎥ 

   事業費：３７，９３１千円（うち森林環境譲与税３７，９３１千円） 
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２１おかやま森林・林業ビジョンの概要
（計画期間︓令和２（2020）年度〜11（2029）年度）

《 2050年の森林・林業の姿 》〜経営管理に着目した森林の区分〜《 2050年の森林・林業の姿 》〜経営管理に着目した森林の区分〜

人工林
181千ha

天然林
267千ha

人工林
（急傾斜）

人工林（奥地）

自然条件が良く林業経営に適した人工林

・⼈⼯林の２／３相当（120千ha）※

・森林経営の集積・集約化を進め、⾼性能林
業機械導入、 林道等の整備による計画的か
つ効率的な林業⽣産活動を推進 （意欲と能
⼒のある林業経営体による⻑期経営管理）

針広混交林
（複層林）

少花粉スギ・
ヒノキへの植替え

伐採後、広葉樹等の
侵入により天然林化

強度間伐の後に
広葉樹を育成

経営集約化等による
低コスト林業の展開

広葉樹林等（天然林）

[経営適]
120千ha

［経営不適]
61千ha

人工林
（スギ・ヒノキ等）

自然条件に照らして林業経営に適さない

人工林

・⼈⼯林の１／３相当（61千ha）※

・管理コストの低い針広混交林や天然林等に
誘導（市町村が管理）

《 現状と課題 》《 現状と課題 》

【現状】
・ヒノキを主とする人工林の蓄積は48百万m3となり
年々充実

・若齢林が極めて少なく、年成⻑量は減少傾向
・林業就業者数は横ばい傾向

林業経営 【課題】
・ 森林経営の集積・集約化を進め、主伐後の再造林な

どの計画的な森林整備を⾏い、森林資源を回復
・ 意欲と能⼒のある林業経営体や技術⼒のある林業従

事者を育成
・ 森林の経営管理を担う市町村を⽀援

【現状】
・木材需給量は50万㎥程度まで増加し、近年は燃料⽤が

増加
・人口減少等により、住宅⽤の木材需要は減少する⾒込

み

木材生産
【課題】

・ 中⾼層建築物等への新たな需要が期待されている
ＣＬＴ等の利⽤を促進

・ 品質と性能に優れた県産製材品の販路拡⼤
・ 森林整備を促進するため、木材需要拡⼤により森林

資源を活⽤

※ 改訂時（2018年）の人工林資源から推計

[森林⾯積 448千ha]【現状】 【将来】（2050年）
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《 施策の基本方針と施策体系 》《 施策の基本方針と施策体系 》

（ 重点施策 ）

◆ 確実な再造林の推進
（関係者との合意形成による⼀体となった再造林対策の推進）

◆ 県産材の利⽤促進
（マーケティング戦略等による県産ヒノキ製材品・ＣＬＴ等の販路拡⼤）

◆ 花粉の飛散低減の推進
（少花粉苗木による花粉発⽣源対策の推進）

◆ 森林経営管理制度の推進
（森林経営の集積、意欲と能⼒のある林業経営体の育成）

４ 快適な森林環境の創出

○森林資源の適正な管理と花粉発⽣源対策の推進
○森林機能の維持増進と防災対策の強化

○人と環境に優しい木材利⽤の推進
○木材製品の品質向上と新たな木材利⽤

３ 県民参加による森づくりの推進

１ 持続的な森林経営の推進

○計画的かつ効率的な林業⽣産活動の推進
○確実な再造林と少花粉スギ・ヒノキへの植替えの促進
○意欲と能⼒のある林業経営体の育成

２ 循環資源である木材・木質バイオマスの利用推進

29百万m3

48百万m3

42百万m3

30百万m3

74万m3

57万m3

37万m3

45万m3
50万m3

58万m3 80万m3

107万m3

38万m3

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

2000 '10 '20 '30 '40 '50 '60 '70 '80

万m3/年百万m3

年

蓄積(左軸) 年成長量(右軸)

木材供給量(右軸)

【民有林人工林の蓄積と県産材供給量】
（2030年以降は推計値）

【現状】
・ニホンジカによる植栽木の食害の急増、ナラ枯れ被

害の拡⼤
・自主的に森林保全活動に取り組むグループや企業等

が増加
・豪雨による山腹崩壊等の山地災害が多数発⽣

森林保全
【課題】
・他県との広域連携等による継続的な森林病⾍獣害の

防除
・自主的な森林整備活動における指導的人材の育成や

安全技術等の向上
・治山施設の設置や既存施設の維持管理、森林機能の

保全

0

5

10

15

20

25

30

35

千ha
【民有林人工林の齢級構成】

(現況/2050年推計対比)

現況(2023年)

2050年(推計値)

齢級

【25年後】

再造林による
若齢林の造成

齢級：林齢を５年の幅でくくった単位。 例）１齢級＝１～５年生

※ 改訂時（2018年）の人工林資源から推計

【少花粉苗木による再造林】

【ＣＬＴによる木造建築】【シカ被害対策の現地検討】
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２１おかやま森林・林業ビジョン数値目標一覧 
 

１ 持続的な森林経営の推進 
  

 数値目標 単位 
策定時 

(２０１８年) 

現行の目標 

(２０３０年) 

見直し後の目標 

(２０３０年) 
備 考 

1 林業産出額 億円／年 74※１ 79 79 年次 

2 木材（丸太）生産量 千㎥／年 503 580 620 年次、燃料材を含む 

3 経営意向調査面積 千 ha 0 80 80 累計値 

4 
伐採面積 

主伐 
ha／年 

402 480 700  

5 利用間伐 2,690 2,350 2,000  

6 森林経営計画策定面積 千 ha 135 145 145 累計値 

7 森林管理認証森林面積 千 ha 82 115 115 累計値 

8 再造林面積 
ha／年 

98 200 280  

9 （うち、低コスト造林） 11 50 100  

10 少花粉スギ・ヒノキ苗木による植替えの割合 ％ 94 95 以上 100  

11 認定事業体の林業現場作業員 人／年 462※２ 540 540  

12 
労働生産性 

主伐 
㎥／人日 

9.2 11.0 11.0  

13 利用間伐 6.1 6.1 6.1  

  ※１ ２０１７年実績、※２ ２０１７年度実績 
  

２ 循環資源である木材・木質バイオマスの利用推進 
 

 数値目標 単位 
策定時 

(２０１８年) 

現行の目標 

(２０３０年) 

見直し後の目標 

 (２０３０年) 
備 考 

14 公共建築物等への木材使用量 ㎥／年 3,627 5,000 5,000   

15 木材販路拡大（輸出） 千㎥/年 11 20 13 丸太換算量 

        

３ 県民参加による森づくりの推進  
 

 数値目標 単位 
策定時 

(２０１８年) 

現行の目標 

(２０３０年) 

見直し後の目標 

 (２０３０年) 
備 考 

16 森づくり活動への参加企業 社 22 35 35 累計値 

        

４ 快適な森林環境の創出 
 

 数値目標 単位 
策定時 

(２０１８年) 

現行の目標 

(２０３０年) 

見直し後の目標 

  (２０３０年) 
備 考 

3 経営意向調査面積（再掲） 千 ha 0 80 80 累計値 

17 切捨間伐面積 ha/年 1,592 800 700   

10 少花粉スギ・ヒノキ苗木による植替えの割合（再掲） ％ 94 95 以上 100  

18 針広混交林等への誘導面積 ha 728 3,900 3,900 累計値 

※太字（ゴシック）は見直した数値目標 

90


